






自立生活援助
じりつせいかつえんじょ

しせつにゅうしょしえんとう う きょたく じりつ にちじょうせいかつ いとな じょうほうしょうがいしゃ

施設入所支援等を受けていた障害者が居宅において自立した日常生活を営むための情報

の提供や助言など必要な援助を行います。
ていきょう じょげん ひつよう えんじょ おこな
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失語症者向け意思疎通支援者の派遣
しつごしょうしゃ い しそ つ うし え ん しゃ はけんむ

いしそ つう こんなんはか ひと たいしょう いどう しえんしつごしょう

意思疎通を図ることが困難な失語症の人を対象に、コミュニケーションや移動を支援するため、

意思疎通支援者を派遣します。

【ご相談•申し込み先】

○福祉局障害福祉課（FAX：078‐322‐604 4、TEL：078‐322‐5228）

いしそつうしえんしゃ はけん

ふくしきょくしょうがいふくしか
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せたい ばあい しみんぜいしょとくわりがく ごうけいがく はんだん

１つの世帯に所得のある方が複数名いる場合には、市民税所得割額の合計額で判断します。
しょとく かた ふくすうめい

せたい ばあい いちばんしょとく おお かた しみんぜいかぜいがく いちばんたか かた きんがく

１つの世帯に所得のある方が複数名いる場合には、一番所得の多い方（市民税課税額が一番高い方)の金額

で判断します。

しょとく かた ふくすうめい

はんだん
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短期入所、生活介護、日中一時支援（※）
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